
 

■申込・参加要領  ： 当会ホームページからお申込みください。ＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail からもお申込み頂けます。 
後日（開催日１週間～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 

※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2MFPR 麹町ビル 2Ｆ 
 

合弁契約・株主間契約の実務上のポイント 
合弁契約・株主間契約の各条項が適用される「具体的なケース」を踏まえた 

合弁事業の開始、運営、解消時に関連する各主要条項の実践的解説 

 ２０１９年 ９月 １２日（木） １３：３０～１７：００ 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

企業における事業の専門性・複雑性、リスクの分散化等の必要性という背景のもと、他の企業とともに合弁事業の形態を選択する場合、合弁パートナーとの間で合弁契約等を締結

することになります。契約の締結時点では良好だった合弁パートナー同士の関係も、時間の経過に伴って合弁事業の継続等について温度差が生じることがありますが、合弁契約等

の交渉時に合弁事業解消を含む様々な状況変化を見据えての交渉が十分に行われていないが故に、様々なケースを想定した手当てが不十分であり、合弁パートナー同士の深刻

な紛争に発展してしまうこともあります。本セミナーでは、合弁契約・株主間契約の交渉時から、合弁事業解消を含む様々な状況を見据えておくことの重要性をお伝えするとともに、

合弁事業の継続期間中において想定される具体的ケースに基づいて合弁事業開始、運営、解消時といった各場面に関連する各主要条項の意義、建付け、各条項間の関連性等

について実務上ポイントとなる点を丁寧に解説します。 

PwC 弁護士法人  
パートナー弁護士 茂木諭氏 

慶應義塾大学経済学部卒業後、2000 年 弁護士登録、あさひ法律事務所（現・西村あさ

ひ法律事務所）及び同事務所の米国ニューヨーク・オフィス勤務、米国 Columbia Law 

SchoolにてLLM修了、長島・大野・常松法律事務所勤務、クリフォードチャンス法律事

務所勤務を経て、2017年PwC弁護士法人入所、現在に至る。国内外のM&A・合弁・企業

再編を専門とし、日系企業の海外進出案件にも多数関与。 

 

３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） ３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

税込・資料代含 

開催にあたって 

１． はじめに 
本セミナーの目的（合弁契約・株主間契約を締結するにあたって、 
合弁解消を含む様々な状況を見据えて対応しておくことの重要性） 

２． 総論 
（１）合弁契約・株主間契約の意義及び必要性（物権的効力・債権的効力・会社法等との整理） 
（２）合弁会社の法的形態・組成方法等 
（３）合弁事業の交渉に先立ち押さえておくべき当事者の役割・関係と詰めておくべき論点 
（４）合弁会社の運営に関する主要設計項目 
（５）合弁事業の解消（契約の終了・紛争・新たな合弁パートナー・合弁会社の清算） 
（６）合弁契約・株主間契約の基本構造 

３． 各論（合弁契約・株主間契約の主要条項、想定されるケースに基づく各条項の留意点等） 
（１）合弁事業のストラクチャー・株式に関連する主要条項 
・株式保有割合の決定 
・希釈化防止（増資時等の措置） 
・株式の譲渡制限（会社法上の譲渡制限・当事者の合意による譲渡制限） 
・先買権（Right of First Refusal） 
・ドラッグ・アロング、タグ・アロング 

（２）合弁事業解消に関連する主要条項  
・合弁事業終了事由（合弁事業におけるパートナー関係の解消事由・解消方法） 
・コール・オプション、プット・オプション 
・パートナー間の紛争時の対応（紛争処理条項） 
・合弁契約・株主間契約の終了時の対応 
（合弁会社の存続・清算時それぞれの対応、契約関係・権利義務関係の清算方法等） 

（３）合弁会社の運営に関連する主要条項 
・合弁会社の機関設計 
・役員の選解任権 
・議決権の設計（会社法に基づく議決権に関する別段の定め・種類株式の活用方法等含む） 
・重要事項の決定方法（少数派の拒否権等） 
・デッドロックと様々な解消方法 
・合弁会社における資金調達時の対応 
・配当の設計 
・合弁事業の遂行に必要な従業員の確保・取扱い 
・合弁事業において発生した知的財産権の帰属 
・競業避止義務 
・その他合弁会社の運営に関連する条項（役職員のリテンションプラン・IPO 時の対応等） 

４． その他の論点 
（１）合弁契約・株主間契約締結の前段階  
・基本合意書の要否 
・株式譲渡取引・株式引受との組み合わせ 

（２）競争法の検討（国内の独占禁止法、海外の競争法） 
（３）  付随契約（ライセンス契約、販売代理店契約、開発・製造委託契約、出向契約） 

５． まとめ 
合弁事業の組成、運営、解消の各場面において留意しておくべきポイント 
～本セミナーのおさらいを兼ねて～ 

 

合弁契約・株主間契約の実務上のポイント 191543-0303※ 

PwC 弁護士法人  
弁護士・公認会計士 岩崎康幸氏 

早稲田大学商学部卒業。公認会計士二次試験合格後、国内大手会計事
務所へ入所。その後 2006 年弁護士登録、あさひ・狛法律事務所（現・
西村あさひ法律事務所）（2006 年～2014 年）及び東証一部上場企業
（2014 年～2016 年）での勤務を経て、2016 年に PwC 弁護士法人に入
所し現在に至る。国内外の M&A・合弁・企業再編、一般コーポレート
業務、コーポレートガバナンス業務を扱うとともに、会計の知識等を
活かし決算訂正等の危機管理案件も取り扱う。 


